
高知県消防防災ヘリコプター支援協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、高知県内の市町村並びに消防の事務を共同処理する一部事務組合及

び広域連合（以下「市町村等」という。）が、災害による被害を最小限に防止するた

め、高知県の所有する消防防災ヘリコプター（以下「航空機」という。）の支援を求

めることに関し、必要な事項を定める。

（協定区域）

第２条 この協定の実施区域は、高知県全域とする。

（災害の範囲）

第３条 この協定の対象とする災害は、消防組織法（昭和２２年法律第 226 号）第 1条に規

定する水火災又は地震等の災害で、航空機の特性を発揮することができ、かつ、その

必要性が認められるものをいう。

（支援要請）

第４条 災害が発生した市町村等（以下「発災市町村等」という。）の長が、高知県知事（以

下「知事」という。）に対して行う支援要請（以下「支援要請」という。）は、次の各

号のいずれかに該当する活動で、航空機の支援を必要と判断した場合に行う。

(1) 救急活動

(2) 救助活動

(3) 火災防御活動

(4) 災害応急対策活動

２ 支援要請は、高知県危機管理部消防政策課消防防災航空隊（以下「航空隊」とい

う。）に電話等により次に掲げる事項を明らかにして行う。

(1)災害の種別

(2)災害の発生の日時及び場所並びに被害の概要

(3)災害の発生現場の気象状況

(4)災害の発生現場の指揮官の職名及び氏名並びに発生現場への連絡方法

(5)飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制

(6)支援に要する資器材の品目、数量等

(7)前各号に掲げるもののほか必要な事項

（航空隊の派遣等）

第５条 知事は、前条の支援要請を受けたときは、災害の発生現場の気象条件等必要な事項

を確認のうえ、航空隊を派遣するものとする。

２ 知事は、支援要請に応ずることができない場合は、その旨を直ちに発災市町村等

の長に通報するものとする。

（支援の特例）



第６条 知事は、支援要請がない場合であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めた

場合は、航空隊を派遣して支援することができる。

(1) 発災後に収集した被害規模等の情報の内容から判断して、緊急に派遣の必要が

あると認めた場合

(2) 通信網の途絶等で発災市町村との連絡がとれない場合

（航空隊が支援のために出動した場合の連携）

第７条 航空隊が市町村の消防機関の支援のため出動した場合においては、当該航空隊は、

支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。

（経費負担）

第８条 この協定に基づく支援に要する経費は、高知県（以下「県」という。）が負担する。

（その他）

第９条 この協定に定めのない事項は、県及び市町村等が協議して定める。

（高知県消防・防災応援協定の廃止）

第 10 条 平成 9年 2月 1日に締結した高知県消防・防災ヘリコプター応援協定は、平成 20

年 7 月 30 日をもって廃止する。

この協定の締結を証すため、本書４２通を作成し、知事及び市町村等の長が記

名押印のうえ各自１通を保有する。
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